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● 令和２年度 都道府県単位保険料率の決定について

令和2年3月分（4月納付分）の保険料額から適用
※任意継続被保険者にあたっては、令和2年4月分（4月納付分）の保険料額から適用

北 海 道 １０．４１％ 石 川 県 １０．０１％ 岡 山 県 １０．１７％

青 森 県 ９．８８％ 福 井 県 ９．９５％ 広 島 県 １０．０１％

岩 手 県 ９．７７％ 山 梨 県 ９．８１％ 山 口 県 １０．２０％

宮 城 県 １０．０６％ 長 野 県 ９．７０％ 徳 島 県 １０．２８％

秋 田 県 １０．２５％ 岐 阜 県 ９．９２％ 香 川 県 １０．３４％

山 形 県 １０．０５％ 静 岡 県 ９．７３％ 愛 媛 県 １０．０７％

福 島 県 ９．７１％ 愛 知 県 ９．８８％ 高 知 県 １０．３０％

茨 城 県 ９．７７％ 三 重 県 ９．７７％ 福 岡 県 １０．３２％

栃 木 県 ９．８８％ 滋 賀 県 ９．７９％ 佐 賀 県 １０．７３％

群 馬 県 ９．７７％ 京 都 府 １０．０３％ 長 崎 県 １０．２２％

埼 玉 県 ９．８１％ 大 阪 府 １０．２２％ 熊 本 県 １０．３３％

千 葉 県 ９．７５％ 兵 庫 県 １０．１４％ 大 分 県 １０．１７％

東 京 都 ９．８７％ 奈 良 県 １０．１４％ 宮 崎 県 ９．９１％

神奈川県 ９．９３％ 和歌山県 １０．１４％ 鹿児島県 １０．２５％

新 潟 県 ９．５８％ 鳥 取 県 ９．９９％ 沖 縄 県 ９．９７％

富 山 県 ９．５９％ 島 根 県 １０．１５％



● 令和２年度 都道府県単位保険料率の令和元年度からの変化

（単位：％）

２

（参考）令和2年度都道府県単位保険料率の令和元年度からの変化

（単位：％）

現在からの変化分

(a) (b) (b)－(a)
全    国 10.00 10.00 0.00

1 北   海   道 10.31 10.41 ＋0.10
2 青   森 9.87 9.88 ＋0.01
3 岩   手 9.80 9.77 ▲0.03
4 宮   城 10.10 10.06 ▲0.04
5 秋   田 10.14 10.25 ＋0.11
6 山   形 10.03 10.05 ＋0.02
7 福   島 9.74 9.71 ▲0.03
8 茨   城 9.84 9.77 ▲0.07
9 栃   木 9.92 9.88 ▲0.04

10 群   馬 9.84 9.77 ▲0.07
11 埼   玉 9.79 9.81 ＋0.02
12 千   葉 9.81 9.75 ▲0.06
13 東   京 9.90 9.87 ▲0.03
14 神   奈   川 9.91 9.93 ＋0.02
15 新   潟 9.63 9.58 ▲0.05
16 富   山 9.71 9.59 ▲0.12
17 石   川 9.99 10.01 ＋0.02
18 福   井 9.88 9.95 ＋0.07
19 山   梨 9.90 9.81 ▲0.09
20 長   野 9.69 9.70 ＋0.01
21 岐   阜 9.86 9.92 ＋0.06
22 静   岡 9.75 9.73 ▲0.02
23 愛   知 9.90 9.88 ▲0.02
24 三   重 9.90 9.77 ▲0.13
25 滋   賀 9.87 9.79 ▲0.08
26 京   都 10.03 10.03 0.00
27 大   阪 10.19 10.22 ＋0.03
28 兵   庫 10.14 10.14 0.00
29 奈   良 10.07 10.14 ＋0.07
30 和   歌   山 10.15 10.14 ▲0.01
31 鳥   取 10.00 9.99 ▲0.01
32 島   根 10.13 10.15 ＋0.02
33 岡   山 10.22 10.17 ▲0.05
34 広   島 10.00 10.01 ＋0.01
35 山   口 10.21 10.20 ▲0.01
36 徳   島 10.30 10.28 ▲0.02
37 香   川 10.31 10.34 ＋0.03
38 愛   媛 10.02 10.07 ＋0.05
39 高   知 10.21 10.30 ＋0.09
40 福   岡 10.24 10.32 ＋0.08
41 佐   賀 10.75 10.73 ▲0.02
42 長   崎 10.24 10.22 ▲0.02
43 熊   本 10.18 10.33 ＋0.15
44 大   分 10.21 10.17 ▲0.04
45 宮   崎 10.02 9.91 ▲0.11
46 鹿   児   島 10.16 10.25 ＋0.09
47 沖   縄 9.95 9.97 ＋0.02

令和元年度保険料率 令和2年度保険料率



● 令和２年度 都道府県単位保険料率の算定について

（単位：％）

３

医療給付費に
ついての調整前の

保険料率

調整(b) 医療給付費に
ついての調整後の

保険料率

所要保険料率
(精算除く）

保険料率
（精算含む）

(インセンティブ反映前）

保険料率
(精算・インセンティブ反映

後）年齢調整 所得調整 インセンティブ分

(a) (a+b) (a+b+4.73) (c) (d)

全 国 5.27 － － 5.27 10.00 10.00 10.00 0.000 

1 北 海 道 6.27 ▲ 0.27 ▲ 0.33 5.67 10.40 10.41 10.41 0.004 

2 青 森 6.28 ▲ 0.20 ▲ 0.89 5.19 9.92 9.89 9.88 ▲ 0.011 

3 岩 手 5.88 ▲ 0.25 ▲ 0.59 5.04 9.77 9.77 9.77 ▲ 0.007 

4 宮 城 5.76 ▲ 0.13 ▲ 0.30 5.33 10.06 10.08 10.06 ▲ 0.025 

5 秋 田 6.89 ▲ 0.51 ▲ 0.87 5.50 10.23 10.25 10.25 ▲ 0.006 

6 山 形 6.00 ▲ 0.21 ▲ 0.48 5.31 10.04 10.07 10.05 ▲ 0.015 

7 福 島 5.29 ▲ 0.10 ▲ 0.22 4.97 9.70 9.72 9.71 ▲ 0.008 

8 茨 城 4.98 0.01 0.07 5.06 9.79 9.76 9.77 0.004 

9 栃 木 5.20 ▲ 0.03 ▲ 0.03 5.14 9.87 9.88 9.88 0.004 

10 群 馬 5.17 ▲ 0.02 ▲ 0.07 5.07 9.81 9.77 9.77 0.004 

11 埼 玉 4.88 0.01 0.18 5.06 9.79 9.80 9.81 0.004 

12 千 葉 4.98 ▲ 0.10 0.16 5.05 9.78 9.75 9.75 0.004 

13 東 京 4.37 0.06 0.71 5.13 9.87 9.87 9.87 0.004 

14 神 奈 川 4.76 ▲ 0.03 0.45 5.18 9.91 9.92 9.93 0.004 

15 新 潟 5.26 ▲ 0.12 ▲ 0.31 4.82 9.55 9.59 9.58 ▲ 0.018 

16 富 山 4.81 ▲ 0.08 0.17 4.90 9.63 9.59 9.59 ▲ 0.003 

17 石 川 5.27 ▲ 0.02 0.05 5.29 10.02 10.02 10.01 ▲ 0.005 

18 福 井 5.38 ▲ 0.10 ▲ 0.04 5.24 9.97 9.98 9.95 ▲ 0.022 

19 山 梨 5.39 ▲ 0.11 ▲ 0.16 5.12 9.85 9.80 9.81 0.004 

20 長 野 5.17 ▲ 0.06 ▲ 0.19 4.92 9.65 9.70 9.70 ▲ 0.002 

21 岐 阜 5.18 0.02 ▲ 0.04 5.17 9.90 9.91 9.92 0.004 

22 静 岡 4.89 ▲ 0.05 0.13 4.97 9.70 9.72 9.73 0.003 

23 愛 知 4.62 0.19 0.33 5.15 9.88 9.88 9.88 0.004 

24 三 重 4.97 0.05 0.05 5.07 9.80 9.77 9.77 ▲ 0.002 

25 滋 賀 5.15 0.06 ▲ 0.13 5.08 9.81 9.79 9.79 ▲ 0.005 

26 京 都 5.14 0.06 0.08 5.28 10.01 10.02 10.03 0.004 

27 大 阪 5.18 0.16 0.14 5.49 10.23 10.22 10.22 0.004 

28 兵 庫 5.37 0.04 ▲ 0.00 5.41 10.14 10.13 10.14 0.004 

29 奈 良 5.80 ▲ 0.01 ▲ 0.42 5.37 10.10 10.13 10.14 0.004 

30 和 歌 山 5.88 0.03 ▲ 0.52 5.39 10.12 10.13 10.14 0.004 

31 鳥 取 6.05 ▲ 0.12 ▲ 0.70 5.23 9.96 9.98 9.99 0.004 

32 島 根 6.28 ▲ 0.27 ▲ 0.59 5.42 10.15 10.15 10.15 ▲ 0.005 

33 岡 山 5.57 0.07 ▲ 0.18 5.46 10.19 10.17 10.17 0.001 

34 広 島 5.35 0.04 ▲ 0.10 5.29 10.02 10.00 10.01 0.004 

35 山 口 5.80 ▲ 0.19 ▲ 0.13 5.49 10.22 10.20 10.20 0.004 

36 徳 島 6.08 ▲ 0.08 ▲ 0.40 5.59 10.32 10.28 10.28 0.004 

37 香 川 5.94 ▲ 0.05 ▲ 0.28 5.61 10.34 10.33 10.34 0.004 

38 愛 媛 5.81 0.04 ▲ 0.48 5.36 10.09 10.06 10.07 0.004 

39 高 知 6.08 ▲ 0.12 ▲ 0.43 5.53 10.26 10.30 10.30 0.004 

40 福 岡 5.85 0.03 ▲ 0.28 5.60 10.33 10.31 10.32 0.004 

41 佐 賀 6.98 ▲ 0.16 ▲ 0.76 6.06 10.79 10.77 10.73 ▲ 0.036 

42 長 崎 6.43 ▲ 0.16 ▲ 0.75 5.52 10.25 10.23 10.22 ▲ 0.014 

43 熊 本 6.25 ▲ 0.03 ▲ 0.64 5.58 10.31 10.35 10.33 ▲ 0.013 

44 大 分 6.28 ▲ 0.16 ▲ 0.62 5.50 10.23 10.17 10.17 0.002 

45 宮 崎 6.11 ▲ 0.07 ▲ 0.84 5.20 9.93 9.92 9.91 ▲ 0.006 

46 鹿 児 島 6.38 ▲ 0.03 ▲ 0.87 5.48 10.21 10.25 10.25 ▲ 0.006 

47 沖 縄 6.57 0.32 ▲ 1.65 5.24 9.97 10.01 9.97 ▲ 0.033 

・ 所要保険料率は、医療給付費についての調整後の保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.45%）、前期高齢者納付金等（3.44%）、保健事業費等（0.87%）、その他収入（▲0.03%）に係る合計の保険料率（4.73%）
を加算したものである。

・ 保険料率(c)は、所要保険料率には含まれていない、平成30年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分を含めて算定したものである。
・ 保険料率(d)は、保険料率(c)に、インセンティブ制度による支部毎の加減算額にかかる料率を含めて算定したものである。
・ インセンティブ制度の加算額は、平成30年度の支部総報酬額の実績に0.004％を乗じて計算するため、これを令和2年度総報酬額の見込みで除した料率換算値はちょうど0.004％になるとは限らない。減算額も平成30

年度の支部総報酬額の実績に基づき算定するため、料率換算値は11月に行われた運営委員会のインセンティブに係る資料（資料2-1）中、「平成30年度（４月～3月確定値）のデータを用いた実績」の減算する率とは
一致しない。



● 令和２年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（概要）

４

令和２年度に都道府県単位保険料率の変更がない２支部については、健康保険法上、支部長の意見の聴取を行うことは必要とされていないため、理事長からの法定の聴取は行っていない。
ただし、当該２支部について、支部長として都道府県単位保険料率の変更が必要と考える場合は、法第１６０条第７項の規定に基づき、評議会の意見を聴いた上で、意見を提出することができる。
また、当該２支部の支部長が、都道府県単位保険料率を変更しないことが「妥当」、「容認」等の意見を任意で提出することも認めている。

昨年、「当該支部の保険料率について記載はないが、平均保険料率１０％を維持することや、激変緩和措置が終了となることについて『反対』とする趣旨の記載がある支部」に分類していた１支部を含む。※２

※１

意見の提出あり ４６支部 ［４６支部］

意見の提出なし（※１） １支部 ［１支部］

 当該支部の保険料率について『妥当』、『容認』とする趣旨の記載がある支部

 当該支部の保険料率について『やむを得ない』とする趣旨の記載がある支部

 当該支部の保険料率について『反対』とする趣旨の記載がある支部

２７支部

１６支部

３支部

［２３支部］

［２０支部］

［３支部（※２）］

・引き上げとなる支部
・引き下げとなる支部
・変更がない支部（※１）

・引き上げとなる支部
・引き下げとなる支部
・変更がない支部（※１）

・引き上げとなる支部
・引き下げとなる支部
・変更がない支部（※１）

（２１支部中 ８支部）
（２４支部中 １９支部）
（ ２支部中 ０支部）

（２１支部中 １２支部）
（２４支部中 ４支部）
（ ２支部中 ０支部）

（２１支部中 １支部）
（２４支部中 １支部）
（ ２支部中 １支部）

［２２支部中 ３支部］
［１８支部中 １５支部］
［ ７支部中 ５支部］

［２２支部中 １６支部］
［１８支部中 ３支部］
［ ７支部中 １支部］

［２２支部中 ３支部（※２）］
［１８支部中 ０支部］
［ ７支部中 ０支部］

［ ］は昨年の支部数



● 令和2年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋）
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● 令和2年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋）
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● 令和2年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋）
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● 令和2年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（近畿支部のみ抜粋）

１３


